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１．図書館のあゆみ

　昭和52年（1977） 　３月  門真市立ブックセンター閉館

　４月  門真市立図書館開館

 貸出方式:フォトチャージングシステム

 個人貸出冊数：３冊

　５月  コピーサービス開始（無料）

　昭和53年（1978） 　４月  視覚障害者を対象に「テープ図書」貸出開始

　昭和54年（1979） 　４月  個人貸出冊数：３冊から５冊

　５月  コピーサービス有料化　（１枚30円）

　７月  職員による「おはなしのじかん」開始　（毎週水曜日午後３時から）

　昭和55年（1980） 　４月  予約・リクエスト受付開始　（雑誌を除く）

　昭和58年（1983） 　６月  全国の電話帳の閲覧サービス開始

　昭和60年（1985） 　８月  「１日図書館員」始める

　昭和62年（1987） 　４月  「参考資料室目録」・「図書館要覧」発行　（開館10周年記念事業）

 対面朗読サービス開始

　昭和63年（1988）  ３月  中塚文庫開設　（中塚昌胤氏より寄贈）

 ４月  コピーサービス：１枚30円から20円

１０月  沖分室開室

　平成２年（1990） １１月  書庫・１階カウンターサブ事務室設置　

１２月  図書館コンピュータシステム稼動

　平成３年（1991） １１月  館内点字ブロック設置

　平成４年（1992） 　７月  個人貸出冊数：５冊から10冊

　平成５年（1993） 　７月  ＡＶ資料（ＣＤ・ビデオ）貸出開始

　平成７年（1995） 　１月  語学ＡＶ資料の貸出開始

 （阪神・淡路大震災）参考資料室書架全壊　（２月末まで休室）

１２月  コンピュータシステム入替・パソコンシステム導入

　平成８年（1996） 　４月  日曜日開館時間延長　（午前10時から午後５時）

　平成９年（1997） 　７月  駐輪場設置・玄関前整備

　平成10年（1998） 　４月  大阪市・北河内６市の住民に貸出開始

　５月  「本のリサイクル市」開始

　平成12年（2000） 　７月  コピーサービス：１枚20円から10円

　平成13年（2001） 　２月  コンピュータシステム入替　

 児童図書コーナー改修

 ベビーチェアー・ベビーシート設置（トイレ）

　７月  対面朗読室設置

　９月  図書館ホームページ開設

　平成14年（2002） 　３月  点字ブロック・ＡＶブース設置　エレベータ・床・トイレ改修

 児童図書書架入替　・　館内全面禁煙

　平成14年（2002） １０月  北河内７市広域利用開始

　平成15年（2003）   ６月  １歳６か月児健診読み聞かせ開始

　平成16年（2004） 　４月  平日開館時間延長　（午前10時から午後７時に変更）

　８月  西村美代子文庫開設　（西村覚氏寄贈）

　平成18年（2006） 　３月  コンピュータシステム入替

　６月  インターネット予約受付開始

　平成19年（2007） 　３月  沖分室閉室

　５月  門真市民プラザ分館開館　（門真市民プラザ内）
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　平成19年（2007） 　８月  インターネット利用者用端末設置（１台）

　平成20年（2008） 　３月  門真市子ども読書活動推進計画策定

 ティーンズコーナー設置

　６月  拡大読書器設置

　平成21年（2009） 　３月  大阪市との相互利用に関する協定締結

　平成22年（2010） １０月  ブックスタート事業開始（４か月児健診）

１２月  赤ちゃんの駅（授乳室）設置

　平成23年（2011） 　３月  コンピュータシステム入替

 インターネット利用者用端末設置（２台）

　８月  闘病記コーナー設置

　平成24年（2012） 　１月  こどものえいごコーナー設置

　４月  日曜日が祝日に当たる日は開館

 「赤ちゃんふれあい絵本タイム」に名称統一し本館・分館で開始

　平成26年（2014） 　１月  個人貸出冊数：10冊から15冊

　９月  「赤ちゃんふれあい絵本タイム」本館は２部制へ

　平成27年（2015） 　４月  「子どもの読書活動優秀実践図書館」文部科学大臣表彰を受賞

　平成28年（2016） 　１月  本館耐震改修工事完了

　３月  コンピュータシステム入替・読書手帳の活用開始

 第２次門真市子ども読書活動推進計画策定

　４月  学級文庫配本事業開始

　５月  ｅレファレンスサービス開始

　平成29年（2017） 　３月  国立国会図書館歴史的音源配信サービス開始

４月～３月  開館40周年記念事業

  (絵本作家講演会・えほんのひろば・音楽会等)

　４月  図書館向け国立国会図書館デジタル化資料送信サービス開始

　平成30年（2018） 　３月  認知症を知るコーナー設置

　４月  第一法規法情報総合データベース導入

　５月

　平成31年（2019） 　３月

　令和元年（2019） 　７月  がん情報コーナーの設置

　令和２年（2020） 　３月  新型コロナウィルス感染症拡大防止のため臨時休館(3/5-5/31)

　６月

　７月  新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を講じ全面開館（7/1から）

　８月  ビニールカーテン・アクリル板設置

１０月  図書除菌機設置

１２月  電子図書館サービス開始

　令和３年（2021） 　３月  コンピュータシステム入替

　４月  新型コロナウィルス感染症拡大防止のため臨時休館(4/25-6/20)

　令和４年（2022） 　３月  門真市立図書館運営方針策定

　令和５年（2023） 　４月  温水洗浄便座の設置

　令和７年（2025） 　３月 門真市民プラザ分館　廃止

北島図書館・門真図書館の２館体制への組織変更

指定管理者による門真図書館の運営開始

 ＬＥＤ照明への取換工事完了（本館）

 門真市図書館サービス計画策定

 新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を講じ本館１階フロアのみ開館(6/1から)
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２．職員構成

令和６年度 館長 館長代理 分館長 主任 主査 係員

職員数 １人 １人 １人 １人 ２人 ３人

うち司書 - - - １人 ２人 ２人

会計年度
任用職員

13.4人

うち司書 12人

＊会計年度任用職員：年間実働時間合計1,500時間を１人として換算

３．施設の概要

　開館時間

　火～金曜日：午前10時～午後７時

午前10時～午後７時
　（参考資料室は午後６時まで）

　土曜日：午前10時～午後６時

　日曜日：午前10時～午後５時

　休　館　日

 ・月曜日 ・第４金曜日  ・木曜日 ・第４金曜日

 ・年末年始・蔵書点検期間

 ・年末年始・蔵書点検期間

 ・国民の祝日（日曜日は開館）

　構　　　造 ＳＲＣ地下１階地上２階 ＲＣ２階部分

　床面積（㎡） 1,598.41 264

本館（門真図書館） 門真市民プラザ分館(北島図書館）

　所　在　地 門真市新橋町３番４-101号 門真市大字北島546番地

　開　館　日 昭和52年４月１日 平成19年５月１日

※令和7年３月から指定管理者制度の導入により、門真図書館はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株
式会社が運営。年度別利用統計の職員数、定例以外の行事については２月までは本館・分館で表記。
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５．令和７年度　目標

(１)役立つ情報を提供する図書館

　門真市図書館サービス計画の基本理念である「～ひろがる世界　未来につながる図書館へ～」の実
現のため、基本方針に基づき下記の施策を重点的に取り組みます。

　「広げよう読書の輪　育てようことばの力」をキャッチフレーズに第２次子ども読書活動推進計画の基
本方針に基づき、読書活動に深く関わる家庭、地域、学校等との連携・協働をすすめ、子どもたちのこ
とばの力を育むため子どもの読書活動を推進します。

<資料の収集・保存>
　図書館資料収集方針に基づき、所蔵する資料の構成や書評、話題性、利用者からの意見などを参考
にバランスのよい蔵書構成を目指します。行政資料や郷土資料などの収集に努めるとともに、新しい図
書館の開館に向けて蔵書の拡充を図ります。
<かどま電子図書館の利用促進>
　休館中でも利用できる電子図書館の利用を促進します。新しいコンテンツを追加し電子図書館サービ
スを充実します。
<レファレンスサービスの充実>
　市民の調べ物や調査・研究のサポートのため、レファレンスサービスを充実します。
あらゆる分野のレファレンスに対応できるよう、外部の研修会等に参加し、司書のレファレンス能力の
向上を図ります。
参考資料室の機能や法情報総合データベース、eレファレンスなどのサービスの周知により利用を促進
します。

(２)すべての市民が親しみやすい図書館

<児童サービス・ヤングアダルトサービスの充実>
　子どもの読書意欲を高めるため、展示や発達段階に応じた資料収集、探求心に応える蔵書構築を行
います。
<高齢者サービスの充実>
　館内で読書を楽しみ過ごせる空間づくりや大活字本などの資料収集に努めます。高齢者の関心の深
いテーマに基づいた講座や展示を企画し開催します。
<障がい者サービスの充実>
　拡大読書器や読書補助具など、障がいに応じた利用しやすい環境づくりをはじめ、対面朗読の周知
やバリアフリー映画上映会などを開催し障がい者サービスの充実を図ります。

(３)市民とつくる開かれた図書館

<社会教育施設・他機関等との連携>
　社会教育施設や関連部局と連携し、事業の企画、展示を行うなど読書推進につながる事業を展開し
ます。
<地域・ボランティアとの連携>
地域やボランティアとの協働による展示会やイベントを通して、連携・協働による開かれた図書館運営
を行います。
<広報活動>
図書館の活動やイベントなどの情報を広報や市・図書館ホームページ、チラシ、SNSなど様々な媒体を
活用し情報発信します。

<読み聞かせ>
　読み聞かせを通して本に親しむ環境づくりに努めます。ボランティアとの協働により、おはなし会など
の開催をとおして本にふれあうことにより、子どもの情操を高めます。
<ブックスタート>
　新生児４か月児健康診査の機会に読み聞かせと絵本のプレゼントを行います。絵本を通して親子の
ふれあいと読み聞かせの大切さを伝えます。また、フォローアップとして赤ちゃんと保護者の交流の場
にもなる「赤ちゃんふれあい絵本タイム」を引き続き実施します。
<学校連携>
　学校訪問、学級文庫配本、図書館見学などの学校連携事業を通して子どもたちが本に親しむ機会を
つくり、子どもの読書環境の充実を図ります。また、学校司書連絡会を通して学校司書との情報共有や
連携を図り学校教育の支援に努めます。

　　子どもの読書活動の推進
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６．図書館決算の推移

単位：千円

平成　27 28 29 30 令和　元

54,064,066 54,916,459 53,176,706 52,966,682 56,195,514

5,596,881 6,910,920 3,196,723 3,027,715 3,370,148

446,676 458,236 400,744 389,357 400,917

137,309 112,917 115,517 119,495 123,597

14,000 14,000 14,300 14,200 14,200

2 3 4 5 6

72,048,916 63,252,085 66,925,000 67,637,317 74,111,229

4,910,161 4,256,995 3,726,811 5,803,002 8,976,294

416,592 482,181 538,698 747,703 2,501,876

148,846 159,276 161,349 173,517 172,065

14,200 14,200 26,625 26,625 26,625

７．資　料　統　計

平成　27 28 29 30 令和　元

254,647 258,350 261,007 263,877 266,659

2 3 4 5 6

268,367 267,731 276,525 284,107 288,994

（※年度別　蔵書数の内数）

27 28 29 30 令和元年

1,629 1,629 1,605 1,603 1,562

2,936 2,971 2,889 2,912 2,930

680 663 619 605 562

451 481 515 562 594

5,696 5,744 5,628 5,682 5,648

2 3 4 5 6

1,568 1,567 1,567 1,566 1,564

3,001 3,088 3,297 3,261 3,304

523 375 370 368 365

650 658 669 685 698

66 84

5,742 5,688 5,903 5,946 6,015

社会教育費

図書館費

図書費

年度別　蔵書数
年度

蔵書点数

年度

年　度

　　市　費　　

教育費

社会教育費

図書館費

図書費

年　度

　　市　費　　

教育費

蔵書点数

年度別　ＡＶ資料数
年度

テープ図書

ＣＤ

ビデオ

ＤＶＤ

合計

年度

テープ図書

ＣＤ

ビデオ

ＤＶＤ

デイジー ※令和５年度から報告

合計
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9,523 5,533 3.3%

7,722 533 2.7%

18,533 4,657 6.4%

29,939 9,846 10.4%

13,142 1,658 4.5%

13,898 2,500 4.8%

6,603 1,918 2.3%

15,290 2,190 5.3%

3,541 818 1.2%

73,916 951 25.6%

6,015 2.1%

90,872 1,217 31.4%

４類  自然科学

31,821 100.0%総　合　計

分野別　蔵書数
＊点字本は207（内数）

児　童　図　書

288,994

０類  総　　　記

-

６類  産業通信

７類  芸　　　術

８類  言　　　語

９類  文　　　学

A　V　資　料

分野

３類  社会科学

１類　哲学宗教

２類  地理歴史

参考点数（内数）

５類  技術科学

蔵 書 点 数 蔵書構成比

０類 総 記

3%

１類 哲学宗教

3%

２類 地理歴史

6%

３類 社会科学

11%

４類 自然科学

4%

５類 技術科学

5%
６類 産業通信

2%
７類 芸 術

5%８類 言 語

1%

９類 文 学

27%

AV資料

2%

児童図書

31%

令和6年度

分野別蔵書構成比
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門真雑誌

北島雑誌

所蔵館

門真・北島 １年
北島 永

門真・北島 １年

門真・北島 １年
北島 永

門真・北島 １年

門真・北島 １年

門真 １年

門真 １年

門真 １年

門真 １年

門真 １年

Casa BRUTUS

週刊読書人

すてきにハンドメイド

産経新聞 原紙

読売新聞 原紙

読売中高生新聞

原紙

母の友

朝日新聞

毎日新聞 原紙

-

-

原紙

毎日小学生新聞 原紙 -

昭和52年５月～
日本経済新聞

原紙

-

原紙
縮刷版

状　態

昭和47年５月～
-

縮刷版

ＭＡＭＯＲ
自家用車 天文ガイド

-

-

-

-

-

天然生活
日経ウーマン ゆうゆう園芸ガイド SAVVY

オレンジページ SCREEN 日経トレンディ 歴史街道
レディブティック猫びより

ガーデン＆ガーデン STORY

婦人公論

文藝春秋
音楽の友 サライ 中央公論

ＬＤＫ
子供の科学

つり人

Cycle Sports

サンキュ！ミニ

短歌
ダ・ヴィンチ

アンドプレミアム

ｙｏｇａ　ｊｏｕｒｎａｌ

プレジデントファミリー

旅行読売
日本歴史すみごこち

関西・中国・四国じゃらん 世界安心

田舎暮らしの本
CAPA ダイヤモンドZAI

Meets Regional
MOE

VERY クーヨン 旅の手帖
エッセ

Can Cam Tarzan

ＧＯＥＴＨＥ

優駿

クロワッサン 相撲 ニュートン

暮しの手帖
歴史人

書斎の窓 日本児童文学
CREA

日経マネー

月刊ニュースがわかる

こどもの本

本郷

武道
プレジデント

ＰＯＰＥＹＥ

ＢＥ－ＰＡＬ

ＣＬＡＳＳＹ 小説新潮 日経ＰＣ２１ ＵＰ

ミュージックマガジン
キネマ旬報 趣味の園芸 図書 みんなのうた
京都 ジュリスト 波 ムー
きょうの健康 将棋世界 Ｎｕｍｂｅｒ 山と渓谷

JiCA Magazine

からだにいいこと

科学

Begin

青春と読書 ノンノ
俳句

装苑
CEL

ＤＩＭＥうかたま

withPETs

Baby-mo

この本読んで

雑　誌　一　覧

アニメージュ

ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ

判例時報
婦人画報
本の雑誌

原紙

読売KoDoMo新聞 原紙

日刊スポーツ

オッジ 小説幻冬

新 聞 一 覧
誌 名

あまから手帖
ALPS

芸術新潮

健康３６５

Clasism 小説すばる

kodomoe

家電批評 ＪＴＢ時刻表

ELLE　gourmet 碁ワールド

鉄おも
鉄道ファン

ｄａｎｃyｕ
オール読物 地方自治

エストレーラ

家庭画報

旅と鉄道

きょうの料理 小説現代 nicola

北河内・大阪等地方ページを保存
（朝日・産経：昭和５２年４月～／読売・毎日：昭和５３年４月～）

保存期間

日経おとなのOFF ランドネ
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令和　2 3 4 5 6

120,247 118,742 117,585 116,836 115,739

本館 6 6 6 6 6

分館 3 3 3 3 3

門真 231 236 280 282 280

北島 237 250 293 295 294

40,019 37,301 38,382 36,337 34,527

6,183 5,694 5,324 4,929 4,745

268,367 267,731 276,525 284,107 288,994

952
（1,139）

1,820
（2,016）

2,191
（2,387）

2,631
(2,780）

3,059
(3,235）

9,167 9,081 16,380 15,641 14,592

門真 159,694 167,373 178,065 169,421 164,714

北島 53,218 51,219 57,066 54,754 54,104

門真 2,944 3,097 4,760 4,658 3,514

北島 4,213 3,753 5,759 4,468 4,381

822 886 957 1,259 1,330

650 2,305 2,650 3,740 4,796

221,541 228,633 249,257 238,300 232,839

57 54 68 81 71

3,845 3,756 3,805 3,738 3,255

23,435 27,828 25,057 24,597 27,891

78 240 367 767 1,112

119 93 108 117 102

1,279 1,821 2,557 1,591 2,206

電子書籍点数（点）
（ライセンス数）

利用団体数（団体）

レファレンス件数(件)

蔵書点数（点）

人　口　（人）

職員数　(人）

開館日数　（日）

登録者数（人）

児童（内数）

年間受入点数（点）

電子書籍貸出数

ＡＶブース利用人数　（人）

貸出点数

個人（点）

団体（点）

総点数（点）

相互貸借貸出数

８．利 用 統 計

年　度

予約件数（件）

電子書籍（内数）

複写枚数（枚）

※登録者数のうち児童は０～18歳まで

年度別　利用統計
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令和　2 3 4 5 6

1.84 1.93 2.10 2.00 1.97

24,543 25,404 27,401 26,062 25,338

932 915 842 795 776

5.5 6.13 6.43 6.46 6.60

2.23 2.25 2.35 2.43 2.50

1,811 1,845 1,910 1,910 2,034

0.82 0.85 0.89 0.83 0.79

6.19 7.02 8.65 8.33 8.39

33.28 31.41 32.64 31.10 29.83

2,089 2,211 2,634 2,349 2,521

※数値は令和６年度　※電子書籍は除く

　　蔵書点数　（288,994）　

　職員数　　　（9）

　貸出点数　（228,043）

　　人口　　　（115,739）

市民一人当たりの蔵書点数  （点）

  登録者数　 （3,4527）

蔵書更新率（％）

(年間受入点数14,592＋年間除籍点数9,654)×100

職員一人当たりの貸出点数  （点）

　開館日数　　（294）

　貸出点数　（228,043）

登録者一人当たりの貸出点数  （点）

　貸出点数　（228,043）

一日当たりの貸出点数   （点）

　貸出点数　（228,043）

　　人口　　　（115,739）

蔵書回転率  （回）

　　人口　　　（115,739）

貸出点数×購入図書平均単価－図書館費
 (228,043×2,034－172,065(千円）　)

　蔵書点数　（288,994）

市民一人当たりの貸出点数  （点）

　貸出点数　（228,043）

年度別　実績比率

　　人口　　　（115,739）

購入図書平均単価  （円）

　　図書購入費　（26,625千円）
　図書購入点数（13,090）　

登録率  （％）

　　登録者数　（34,527）×１００

市民一人当たりのサービス効果  （円）

　蔵書点数　（288,994）

10



4月 5月 6月 7月 8月 9月

18,443 19,220 19,567 19,656 19,668 18,956

2,282 2,330 2,462 2,342 2,248 2,303

304 304 281 245 275 281

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

19,279 17,988 18,242 18,193 13,554 20,848 223,614

2,358 2,370 2,350 2,312 2,060 2,474 27,891

256 284 248 236 188 353 3,255

※電子書籍の貸出・予約数を含む

個人貸出(点）

予      約（件）

レファレンス（件）

月別　利用統計

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

予 約（件） レファレンス（件） 個人貸出(点）

個
人
貸
出
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借用 貸出 借用 貸出 借用 貸出
国立国会図書館 1 0 4 0 2 0
大阪府立図書館 480 73 553 44 413 49
大阪市立図書館 142 9 133 19 137 25
北河内地区図書館 430 348 294 263 360 257
その他府内図書館 195 439 136 492 165 548
日本ライトハウスほか 162 0 102 0 88 0

その他 1 13 2 4 11 7

合計　　（冊） 1,411 882 1,224 822 1,176 886

借用 貸出 借用 貸出 借用 貸出
国立国会図書館 8 0 4 0 1 0
大阪府立図書館 367 38 270 56 323 55
大阪市立図書館 117 50 63 70 95 110
北河内地区図書館 257 238 194 289 220 274
その他府内図書館 148 609 147 838 182 878
日本ライトハウスほか 89 0 18 0 3 0

その他 0 3 0 6 1 13

合計　　（冊） 986 938 696 1,259 825 1,330

平成　27 28 29 30 令和　元

95 69 85 38 18

95 69 85 38 18

2 3 4 5 6

24 17 23 38 30

26 17 23 38 30

平成　27 28 29 30 令和　元

324 195 255 307 323

17 17 17 19 21

2 3 4 5 6

283 245 191 112 85

21 19 20 20 17登録者数

3

年　度

年度

回数

人数（延べ）

年度

※録音資料のみ貸出のため平成30年度より貸出冊数から貸出点数に表記を変えています。

4 5

年度別　相互貸借

年度別　対面朗読（障がい者サービス）

年　度
令和　元 2

6

回数

人数（延べ）

年度別　郵送貸出（障がい者サービス）

年度

貸出点数

登録者数

年度

貸出点数

12



（　一　般　書　）

出版社 利用回数

1 講談社 142

2 新潮社 141

3 新潮社 97

4 実業之日本社 94

5 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 88

6 光文社 85

7 講談社 82

8 講談社 79

9 幻冬舎 71

10 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 64

11 文藝春秋 60

12 実業之日本社 58

13 文藝春秋 54

光文社 54

15 ポプラ社 51

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51

光文社 51

（　児　童　書　）

出版社 利用回数

1 こぐま社 65

2 福音館書店 60

3 ブロンズ新社 59

4 福音館書店 55

偕成社 55

6 偕成社 53

7 ブロンズ新社 51

8 こぐま社 48

ブロンズ新社 48

10 アリス館 47

11 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 46

12 えほんの杜 45

13 偕成社 44

14 福音館書店 43

福音館書店 43

書　　　　　名

宮島　未奈／著

あなたが誰かを殺した 東野　圭吾／著

成瀬は信じた道をいく

凪良　ゆう／著

宮島　未奈／著

魔女と過ごした七日間 東野　圭吾／著

ブラック・ショーマンと覚醒する女たち 東野　圭吾／著

著者名

成瀬は天下を取りにいく

 ベストリーダー

八月の御所グラウンド

安西　水丸／作

だるまさんと かがくい　ひろし／作

クスノキの女神 東野　圭吾／著

きんぎょが　にげた 五味　太郎／作

クスノキの番人 東野　圭吾／著

汝、星のごとく

万城目　学／著

リカバリー・カバヒコ 青山　美智子／著

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著

777 伊坂　幸太郎／著

透明な螺旋 東野　圭吾／著

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾／著

星を編む 凪良　ゆう／著

はらぺこあおむし エリック・カール／作

図書館のお夜食

人間標本

原田　ひ香／著

湊　かなえ／著

じゃあじゃあびりびり まつい　のりこ／作

がたんごとんがたんごとん

書　　　　　名 著者名

くっついた 三浦　太郎／作

パンどろぼう 柴田　ケイコ／作

だるまさんの

新井　洋行／作

もりの１００かいだてのいえ いわい　としお／作

おつきさまこんばんは 林　明子／作

きょうのおやつは わたなべ　ちなつ／作

かがくい　ひろし／作

しろくまちゃんのほっとけーき 森比　左志／共著

もうぬげない ヨシタケ　シンスケ／作

ぐるぐるジュース 矢野　アケミ／作

いろいろばあ
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９．行　  事

職員とおはなしボランティア

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

門真 開催回数 4 4 4 5 4 4

参加人数 9 0 2 41 0 5

北島 開催回数 4 5 4 5 4 4

参加人数 16 28 31 17 18 18

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

門真 5 4 4 4 2 4 48

4 4 4 2 0 7 78

北島 5 4 4 4 3 4 50

31 29 10 17 8 14 237

場所 参加人数

門真 119
北島 51

おはなしの広場 門真 142

北島 79

絵本の好きな子よっといで

おはなしの広場スペシャル 20・28

40・７・13

親子で楽しむ紙芝居とおはなしの会

夏のこわ～いおはなし会

英語で楽しむおはなしの会 15・11

15・27

クリスマスおはなし会

参加人数
（延べ）

349

197

おはなし会 (絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなど)

開催日 内容／出演者

おはなしのじかん　

毎月第１水曜日　　　　　計24回 赤ちゃんふれあい絵本タイム
毎月第３水曜日　　　　　計12回 おはなしボランティア

分館 14
たんぽぽ朗読の会

６月22日・７月20日
門真・北島

12月14日・３月15日・３月22日 絵本ことの葉会

隔週土曜日
（門真18回、北島19回） 絵本ことの葉会

４月28日

７月28日 本館 17
たんぽぽ朗読の会

本館 7
図書館職員

7月13日・９月29日
本館・分館

12月21日・１月25日 国際的文化教育活動推進・支援団体ALPHA

８月20日

12月22日 分館 16
たんぽぽ朗読の会

場所 開催回数

門真市保健福祉センター 全12回

門真市民プラザ 全12回
健康増進課と連携して、４か月児健康診査時に読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせし、
絵本をプレゼントをする。

ブックスタート
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場所

参加人数

朗読で楽しむ文学の世界 10

あめんぼ（朗読グループ）　 9

場所 参加人数

分館 10

本館 18

場所 参加人数
図書館で調べてみよう

「としょかんクイズ」

本館・分館 38

本館 29

本館 20

分館 15

本館 15

本館 9

本館 18

本館 39

本館 12

本館 36

分館６月８日 「ビタミンpu（プ）のわくわく人形劇」　参加者：61人

11月２日・３日
第２弾図書のリサイクル市
譲与冊数：2,410冊・譲与者数：288人・１団体

図書館フェア・本のリサイクル市

朗　読　会
開催日 内容／出演者／場所

６月22日

講　座　・　講　演　会

開催日 内容等

 ６月８日 ・ ９日
図書のリサイクル市
譲与冊数：4,911冊・譲与者数：452人・15団体

開催日 内容／講師

11月１日～１月17日
朗読ボランティア養成講座（全５回）

本館 90
前田綾子氏(朗読グループＲＳＴ）　

９月10日
赤ちゃんと絵本を楽しむおはなしへの
誘い

本館
103

(延べ)

10月22日 下岡晶子氏（ちびっこまんクラブ）

本館

講演会
2023年に出版された子どもの本

４月21日 14
土居安子氏(一般財団法人大阪国際
児童文学振興財団総括専門員)

本のおたのしみ袋

７月20日

11月５日～７日 書庫開放

その他の行事
開催日 内容

通年

８月9日
夏の手づくり遊びの会

7月24日 夏のおたのしみ会(上映会）
「すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」

9月22日 ヨガ体験でリフレッシュ

７月19日～８月28日

本館
11月30日

12月８日
バリアフリー映画上映会
「最強のふたり」

12月14・15日 ぬいぐるみのおとまり会

２月16日 本の森の小さな音楽会

12月14日・15日 えほんのひろば
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場所 参加人数

本館 60

分館 64

本館 42

本館 15

本館 52

本館 101

本館 33

本館 61

分館 32

本館 55

場所 参加人数

本館 ６

本館 ２

本館 ２

本館 ２

参加人数(延べ)

1,359

329

234

318

213

301

363

262

737

226

306

461

127

455

12月４日 四宮小学校

職業体験学習・図書館実習
日程 内容／対象

図書館見学・調べ学習
日程 対象

５月17日 門真小学校

11月１日 上野口小学校

11月12日 門真小学校（調べ学習）

７月31日 一日図書館員／市内小学４～６年生

９月10日～12日 職業体験／門真はすはな中学校

11月７日・８日 職業体験／第五中学校

学校園訪問

９月11日～13日 職業体験／第七中学校

日程 内容 場所

通年 出張おはなし会 柳町園ほか

７月10日～12日 第四中学校

８月29日・30日 沖小学校

えほんのひろば

９月５日・６日 五月田小学校

９月24日～26日 大和田小学校

11月13日・14日 古川橋小学校

12月10日～13日

１月26日・27日

１月29日～31日

2月7日

門真みらい小学校

上野口小学校

二島小学校

２月12日～14日 四宮小学校

11月20日～22日 東小学校

11月28日・29日 第三中学校

12月19日・20日 北巣本小学校

第五中学校

９月26日 門真みらい小学校

11月15日 五月田小学校

８月１日 第七中学校　図書部

９月４日 古川橋小学校

６月17日 四宮小学校

６月27日 古川橋小学校
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参加人数

本館

市内

本館 38

本館

市内

市内

市内

市内

本館

28

28

本館

27

27

場所

場所 参加人数

本館 24

展示会（共催）

本館

２月１日

10月10日～12月10日
歴史資料館

本館
「淀川の歴史をさかのぼる」

徳川大阪城の魅力を探る

日程 内容等

４月２日～14日
大阪乳児院里親支援機関おむすび

本館「養子の日」

９月28日～10月６日 「10月は里親月間！」

共催事業
日程 内容／場所

-

２月15日

９月27日 14
　「大阪府関係の資料に関する情報検索」

11月16日
大阪樟蔭女子大学グリムプロジェクト

11「グリム絵本館がやってきた！～絵本が
すきな子あつまれ！～」

大阪信愛学院大学
20

「こころあたたまるえほんのせかい」

minahare PARK-FES

毎月１回

10月18日～20日

-カドマとタクミ

２月２日

絵本の読み聞かせ等

歴史資料館

「各地のお城を訪ねてみよう」

大阪府立図書館出前講演会

71

NPO法人教育支援・門真っ子12月７日

２月１日
分館

毎月１回
未来屋書店

97（延べ）
絵本の読み聞かせ等

11月12日
ソフトバンク株式会社

10
「図書館でスマホ体験」

地域高齢者交流サロン「いきいきサロン」

絵本の読み聞かせ等

10月９日 45

沖小校区

11月８日・９日

７月25日

(10名・10回)

学校図書館司書連絡会

門真市学校図書館司書イベント

門真みらいづくり協議会（えほんのひろば開催）

地域整備課（えほんのひろば開催）

「古川橋ウォーカブル社会実験 vol.2 PLAY 」

内容／講師

毎月第４金曜日

図書館内部研修
「怒りをコントロールするクレーム対応
～対人関係の視点から～」
ライブラリーコーディネーター高野一枝氏

伏見城の歴史について

研修
日程

２月27日

本館
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場所

本館

分館

場所

本館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

北島

本館

４月16日～25日

８月
動物～動物愛護週間～(8/20～9/26）、防災・
震災(8/28～9/26）

９月 法律・裁判(8/25～9/28)

日本の伝統文化を感じる(10/8～24)

11月

障がいについて知ろう　12月3日～9日は障害
者週間(11/24～12/15)、ゆく年2024年くる年
2025年(11/24～12/28)

犬の本(10/29～11/29)、追悼 谷川俊太郎さ
ん(11/19～12/8)

４月
愛鳥週間～鳥～（4/16～5/23）

幼稚園・学校(4/1～24)、新生活応援特集(4/8
～5/6)

５月

星野富弘さん追悼(5/1～23）、時～時の記念
日～(5/25～6/27）

旅の本(5/7～6/7)

６月 鉄道（6/29～7/25）

７月
オリンピックとフランス(7/27～8/18）

宇宙・天体(7/19～8/24）

12月

いつも借りる本とは一風違うこんな本もいか
が？（12/26～2/16）

神様 仏様(11/30～1/11)

１月

さあ2025年のスタートです！（1/5～23）、蔦屋
重三郎とその時代(1/25～4/30)

江戸もの(1/12～2/8)

鉄道(9/29～10/28)
10月

２月
音楽(1/29～6/30）

本で世界を旅しよう(2/9～3/9)

３月 お金のはなし(3/10～4/12)

児童書： 「お金となかよく」
４月27日～５月12日

本の展示会
開催日 内容

一般書小展示
開催日 内容

常設

過去話題になった新書特集

映像化特集（2023・2024ドラマ・映画）

分館ベストセラー

10月26日～11月21日 一般書： 「本の出会い方いろいろ」
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場所

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

本館

分館

門真

北島

児 童 書 小 展 示

開催日 内容

４月

4/17はきょうりゅうの日(4/9～5/18)、こどもの日
(4/9～5/8)、ティーンズ　色と彩り(4～6月)

ティーンズ　読むアニメーション(4/19～7/19)

点字のえほん常設

雨(5/9～7/4）、おでかけしよう！ぼうけんしよう！
(5/14～6/23)

６月

6/21はキリンの日(5/19～7/4)、七夕(6/25～7/7)

大人が読んでも面白い児童書(6/10～7/12)、雨の
絵本(6/16～7/15)

７月

作文・読書感想文(7/5～8/25)、工作・自由研究
(7/5～8/25)、ティーンズ　ふしぎ(7～9月)

おばけだぞ!!(7/16～8/17)、戦争と平和について考
えよう(7/14～8/31)、ティーンズ ホラー・ミステリー
特集(7/16～10/20)、宇宙・天体(7/19～8/24)

８月
こわ～いお話あつめました(7/11～8/10)、戦争と
平和(8/10～9/10)

お母さん お父さん ありがとう(5/13～6/15)
５月

９月
大阪弁の本(8/26～9/30)、お月見(8/26～10/6)

虫・昆虫のえほん(8/18～9/30)、法律・裁判(8/25
～9/28)

10月

ハロウィン(9/11～10/20)、10/30はマナーの日
(10/1～11/18)、中川李枝子さん・せなけいこさん
追悼(10/21～11/18)、ティーンズ　「館」(10～12月)

鉄道(9/29～10/28)、お月さん(10/1～30)、ティーン
ズ 猫本(10/15～1/20)

11月

11/1は犬の日(10/7～11/18)、谷川俊太郎さん追
悼(11/9～1/9)、クリスマス(11/19～12/25)

のりもの(11/1～30)、追悼 谷川俊太郎さん(11/19
～12/8)

12月

さがしえほん(11/19～12/28)、お正月(12/26～
1/10)

クリスマスの本(11/30～12/25)

１月

節分(1/10～2/16）、あまいあまい本(12/26～
3/28)、ティーンズ パロディえほん(1～6月)

にょろにょろ へびの本(12/28～1/27)、江戸もの
(1/12～2/8)、ティーンズ バディ小説(1/20～4/21)

２月

ひなまつり(2/18～3/28)、音楽・ミュージック(1/27
～4/30)

おに(1/29～3/1)

３月
こいのぼりの本(3/29～5/31)

春がきた(3/2～4/1)、お金のはなし(3/10～4/12)
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１０．図書館協議会　（令和６年度）

  第１回　　令和６年７月12日 　第２回　　令和７年２月３日

（　議　題　） （　議　題　）

　①　令和５年度事業報告について 　①　令和６年度事業報告について

　②　令和６年度事業計画及び予算について 　②　令和７年度事業計画について

　③　その他 　③　その他

木下　みゆき 　大阪大谷大学教授 〃

学識経験者

金沢　加代 　大阪府立門真西高等学校校長 学校教育関係者

委員名 所属団体等 該当条項

該当条項は、「門真市立図書館協議会条例」第２条第２項の条項による

濵岡　三和 　門真市ＰＴＡ協議会 社会教育関係者

西村　泰子 　絵本ことの葉会 〃

酒井　幸子 　国際的文化教育活動推進・支援団体ALPHA 家庭教育関係者

田中　健太郎 　門真市立小・中学校長会（門真市立第五中学校） 〃

橘　朋伸 　門真市立小・中学校長会（門真市立沖小学校） 〃

清水　玉美 　門真市立砂子みなみこども園長 〃

湯浅　俊彦 　追手門学院大学教授
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　門真市立図書館条例（昭和51年門真市条例第34号）の全部を改正する。

門真市立門真図書館

　（指定管理者が行う業務の範囲）

区分

門真市立門真図書館

　(１)　法第３条各号に掲げる事業

門真市立北島図書館
門真市立門真図書館

　（目的）
第１条　この条例は、図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）第10条の規定に基づ
　き、図書館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　　○門真市立図書館条例
令和２年３月19日門真市条例第１号

　　　　　　　改正
　　　　　　　　　　　　令和６年９月27日門真市条例第29号
　　　門真市立図書館条例

２　門真市立北島図書館は、中央館として図書館を統括する。
　　　一部改正〔令和６年門真市条例29号〕
　（事業）
第３条　図書館は、次に掲げる事業を行うものとする。

　（設置等）
第２条　図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教
　養、調査研究、レクリエーション等に資するため、門真市立図書館（以下「図書館」という。）
　を次のとおり設置する。

名称 位置
門真市大字北島546番地
門真市新橋町３番４－101号

　　　一部改正〔令和６年門真市条例29号〕

　(２)　前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
　（職員）
第４条　図書館に館長その他必要な職員を置くことができる。
　　　一部改正〔令和６年門真市条例29号〕
　（開館時間）
第５条　図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、
　図書館の開館時間を変更することができる。

門真市立北島図書館
開館時間

午前10時から午後７時まで

午前10時から午後７時（日曜日にあっては午後５
時、土曜日にあっては午後６時）まで

備考　参考資料室の利用時間は、午前10時から午後６時（日曜日にあっては、午後５時）までとす
　る。

　（休館日）
第６条　図書館の休館日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休
　館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

区分 休館日
(１)　木曜日

門真市立北島図書館

第７条　利用者が図書等又は図書館の建物、設備及び器具等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失
　させたときは、利用者は、現物又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
　（指定管理者による管理）

(２)　毎月第４金曜日

(３)　12月29日から翌年の１月４日までの日
　（(１)に掲げる日を除く。）

第８条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、法人その
　他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に図書館の管理を行わせ
　ることができる。

(４)　特別整理期間
(１)　月曜日
(２)　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律
　第178号）に規定する休日（その日が日曜日に
　当たる場合を除く。）
(３)　毎月第４金曜日
(４)　12月29日から翌年の１月４日までの日
　（(１)に掲げる日を除く。）
(５)　特別整理期間

　　　一部改正〔令和６年門真市条例29号〕
　（損害賠償）



構成施設の名称 位置 構成施設の名称 位置
～　略 略 ～　略 略

門真市立北島図書館
門真市立図書館門真市
民プラザ分館

～　略 ～　略

　　　附　則（令和６年９月27日門真市条例第29号）
　（施行期日）
１　この条例は、令和７年３月１日から施行する。

第９条　前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務
　は、次に掲げる業務とする。
　(１)　第３条各号に掲げる事業のうち、市長が定める業務
　(２)　図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

２　前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第５条及び第６条の規定の適用に
　ついては、「市長が特に必要と認めるときは、」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認める
　ときは、市長の承認を受けて」とする。

　(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

　（委任）
第10条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則

　（門真市立門真市民プラザ条例の一部改正）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

２　門真市立門真市民プラザ条例（平成24年門真市条例第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２条　プラザを構成する施設（以下「構成施
　設」という。）の名称及び位置は、次の表の
　とおりとする。

第２条　プラザを構成する施設（以下「構成施
　設」という。）の名称及び位置は、次の表の
　とおりとする。

第34条　門真市立図書館門真市民プラザ分館につ
　いては、門真市立図書館条例（昭和51年門真市
　条例第34号）の定めるところによる。

　（指定管理者による管理） 　（指定管理者による管理）

改正後
　（構成施設）

改正前
　（構成施設）

第４条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67
　号）第244条の２第３項の規定に基づき、法人
　その他の団体であって市長が指定するもの（以
　下「指定管理者」という。）にプラザ（門真市
　立北島図書館、門真市立市民公益活動支援セン
　ター及び門真市立こども発達支援センターを除
　く。以下「指定管理施設」という。）の管理を
　行わせることができる。

第34条　門真市立北島図書館については、門真
　市立図書館条例（令和２年門真市条例第１号）
　の定めるところによる。

　（門真市立北島図書館）

第４条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67
　号）第244条の２第３項の規定に基づき、法人
　その他の団体であって市長が指定するもの（以
　下「指定管理者」という。）にプラザ（門真市
　立図書館門真市民プラザ分館、門真市立市民公
　益活動支援センター及び門真市立こども発達支
　援センターを除く。以下「指定管理施設」とい
　う。）の管理を行わせることができる。

　（門真市立図書館門真市民プラザ分館）

　(２)～(３)　略 　(２)～(３)　略

　（門真市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第１項の規定に基づく職務権限の特例
　に関する条例の一部改正）

３　門真市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第１項の規定に基づく職務権限の特例
　に関する条例（平成28年門真市条例第30号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す
　る。

　(１)　門真市立図書館、門真市立公民館、門真
　　市立歴史資料館、門真市立青少年活動セン
　　ター及び門真市立生涯学習センター（以下
　　「特定社会教育機関」という。）の設置、
　　管理及び廃止に関すること（法第21条第７号
　　から第９号まで及び第12号に掲げる事務のう
　　ち、特定社会教育機関のみに係るものを含
　　む。）。

改正後 改正前
　  地方教育行政の組織及び運営に関する法律
 （昭和31年法律第162号。以下「法」という。）
  第23条第１項の規定により市長が管理し、及び
  執行する教育に関する事務は、次に掲げるもの
  とする。

　  地方教育行政の組織及び運営に関する法律
 （昭和31年法律第162号。以下「法」という。）
  第23条第１項の規定により市長が管理し、及び
  執行する教育に関する事務は、次に掲げるもの
  とする。

　(１)　門真市立図書館（分館を含む。）、門真
　　市立公民館、門真市立歴史資料館、門真市立
　　青少年活動センター及び門真市立生涯学習セ
　　ンター（以下「特定社会教育機関」とい
　　う。）の設置、管理及び廃止に関すること
　　（法第21条第７号から第９号まで及び第12号
　　に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみ
　　に係るものを含む。）。



個人 団体
15冊以内 300冊以内
２点以内 ２点以内
３点以内 ３点以内

個人 団体
３週間以内 １月以内
２週間以内 ２週間以内

　　　門真市立図書館条例施行規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、門真市立図書館条例（令和２年門真市条例第１号。以下「条例」という。）
　の施行について必要な事項を定めるものとする。
　（休館日等の周知）

区分

　（利用券等の譲渡等の禁止）

第２条　条例第５条ただし書及び条例第６条ただし書の規定により開館時間又は休館日の変更等を
　行う場合においては、その旨を図書館の掲示板に当該変更等をしようとする日の３日前までに掲
　示するものとする。
　（貸出対象者）
第３条　図書、記録その他の資料（以下「図書等」という。）の貸出しを受けることができる者
　は、次に掲げるとおりとする。ただし、電子書籍（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他
　人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）によって作成された
　図書等のうち、インターネットを通じた利用が可能なものをいう。以下同じ。）については、第
　１号に掲げる者に限る。

　(１)　門真市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

　(２)　守口市内、枚方市内、寝屋川市内、大東市内、四條畷市内及び交野市内に居住し、又は通
　　勤し、若しくは通学する者
　(３)　大阪市内に居住する者

　　　一部改正〔令和２年門真市規則61号〕
　（貸出手続）

　(４)　門真市内に事務所を有する団体
　(５)　前各号に掲げるもののほか、館長が適当と認める個人又は団体

図書等（視聴覚資料及び電子書籍を除く。）

第５条　利用券又は利用者番号の交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならな
　い。
　　　一部改正〔令和６年門真市規則１号〕
　（貸出数量）
第６条　図書等の貸出数量は、次のとおりとする。

　（貸出期間）
第７条　図書等の貸出期間は、次のとおりとする。

区分
図書等（視聴覚資料及び電子書籍を除く。）

視聴覚資料
電子書籍

２　前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、前項の貸出数量を変更することが
　できる。
　　　全部改正〔令和２年門真市規則61号〕

　　　　　　　　　　　　令和７年２月28日門真市規則第７号

　　○門真市立図書館条例施行規則
令和２年３月31日門真市規則第42号

　　　　　　改正
　　　　　　　　　　　　令和２年12月18日門真市規則第61号
　　　　　　　　　　　　令和６年１月31日門真市規則第１号

第４条　市長が別に定める利用券（以下「利用券」という。）又は移動端末設備（電気通信事業法
　（昭和59年法律第86号）第12条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備をいう。）の画面に
　特定の操作によって表示される利用者番号（以下「利用者番号」という。）を所持する者は、図
　書等の貸出しを受けることができる。

２　利用券及び利用者番号は、個人又は団体で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
　手続を行い、館長の許可を受けた者に対して交付するものとする。
　(１)　利用券　市長が別に定める利用登録申請書及び館長が必要と認める書類の提出

　(２)　利用者番号　利用登録に係る電子情報処理組織（門真市情報通信技術を活用した行政の推
　進に関する条例（令和３年門真市条例第23号）第２条第12号に規定する電子情報処理組織をい
　う。）を使用する館長が別に定める方法による申請又は前号に定める手続
　　　一部改正〔令和２年門真市規則61号・６年１号〕

視聴覚資料及び電子書籍

２　前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、前項の貸出期間を変更することが
　できる。
　　　全部改正〔令和２年門真市規則61号〕
　（図書等の返納等）



　(３)　前２号に掲げるもののほか、図書館の職員の指示に従うこと。
　（利用の禁止）

第12条　館長は、前条各号に掲げる義務を履行しない利用者に対して図書等の閲覧又は貸出し及び
　施設の利用を禁止することができる。
　（入館の制限）

　(１)　高声で音読し、談話し、歌唱し、又は騒ぐ等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
　(２)　所定の場所以外に出入りしないこと。

　（利用者の義務）
第11条　利用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

　(４)　前３号に掲げるもののほか、館長が特に指定した図書等
　　　一部改正〔令和２年門真市規則61号〕

　(１)　利用券を紛失又は汚損したとき。
　(２)　利用者番号を表示させることができなくなったとき。
　(３)　図書等を紛失又は汚損したとき。
　(４)　利用券申込書等の記載事項に変更が生じたとき。

　（届出義務）

　(３)　新聞広報の類

第８条　館長は、図書等（電子書籍を除く。）を貸出期間内に返納しなかった者に対して、一定の
　期間図書等の貸出しを停止することができる。ただし、事前に正当な事由の申出があった場合
　は、この限りでない。
　　　一部改正〔令和２年門真市規則61号〕

第９条　図書等の貸出しを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨
　を館長に届け出なければならない。

　　　一部改正〔令和６年門真市規則１号〕
　（貸出禁止図書等）

第10条　次に掲げる図書等（電子書籍を除く。以下この条において同じ。）については、貸出しを
　禁止する。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
　(１)　貴重図書等
　(２)　各種辞書及び事典の類

　　　附　則（令和２年12月18日門真市規則第61号）

第13条　館長は、次の各号のいずれかに該当する者には、図書館への入館を拒否し、又は退館を命
　ずることができる。
　(１)　感染性の疾患のある者
　(２)　他人に危害を加えるおそれがあると認められる者
　(３)　前２号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる者
　（指定管理者による管理）

第14条　条例第８条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第３条、第４条第２
　項、第６条第２項、第７条第２項、第８条から第10条まで、第12条及び第13条の規定の適用につ
　いては、これらの規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。
　　　一部改正〔令和２年門真市規則61号〕
　（細目）
第15条　この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　この規則は、令和２年12月22日から施行する。
　　　附　則（令和６年１月31日門真市規則第１号）

　この規則は、令和６年２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年３月１日から施行
　する。
　　　附　則（令和７年２月28日門真市規則第７号）
　この規則は、令和７年３月１日から施行する。



２　この条例の施行の日前に第１条、第４条から第８条まで又は第10条から第24条までの規定
　による改正前のそれぞれの条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、第１
　条、第４条から第８条まで又は第10条から第24条までの規定による改正後のそれぞれの条例
　の相当規定によってなされたものとみなす。

　　　一部改正〔平成12年門真市条例16号・令和２年17号〕
　　　附　則
　この条例は、昭和52年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成12年３月29日門真市条例第16号）
　この条例は、平成12年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成24年３月27日門真市条例第18号）
　この条例は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和２年３月19日門真市条例第17号抄）
　（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。（後略）
　（経過措置）

第４条　協議会の運営に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
　(１)　学識経験のある者
　(２)　学校教育の関係者
　(３)　社会教育の関係者
　(４)　家庭教育の向上に資する活動を行う者
　　　全部改正〔平成24年門真市条例18号〕、一部改正〔令和２年門真市条例17号〕
　（任期）
第３条　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　　　一部改正〔平成12年門真市条例16号〕
　（委任）

第２条　協議会は、委員10人以内で組織する。

　　○門真市立図書館協議会条例
昭和52年３月30日門真市条例第16号

　　　　　　　　改正
　　　　　　　　　　　　平成12年３月29日門真市条例第16号
　　　　　　　　　　　　平成24年３月27日門真市条例第18号
　　　　　　　　　　　　令和２年３月19日門真市条例第17号
　　　門真市立図書館協議会条例
　（設置）
第１条　図書館法（昭和25年法律第118号）第14条の規定に基づき、門真市立図書館協議会
　（以下「協議会」という。）を置く。
　　　一部改正〔平成12年門真市条例16号・24年18号〕
　（組織）



  この規則は、令和７年３月１日から施行する。

３　協議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決す
　るところによる。
　（庶務）
第４条　協議会の庶務は、門真市立北島図書館において処理する。

　（委任）
第５条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮り
　定める。
　　　附　則

　　　一部改正〔令和７年門真市規則７号〕

　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和７年２月28日門真市規則第７号）

２　協議会は、委員の定数の過半数以上出席しなければ開くことができない。

　　○門真市立図書館協議会条例施行規則
令和２年３月31日門真市規則第43号

　　　門真市立図書館協議会条例施行規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、門真市立図書館協議会条例（昭和52年門真市条例第16号）の施行について必要
　な事項を定めるものとする。
　（委員長）
第２条　門真市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員長を置き、委員の互選により定め
　る。
２　委員長は、会務を総括し、協議会を代表する。
３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ互選によって指定された者が委
　員長の職務を代理する。
　（会議）
第３条　協議会は、委員長が招集し、その議長となる。



  この規則は、令和７年３月１日から施行する。

３　協議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決す
　るところによる。
　（庶務）
第４条　協議会の庶務は、門真市立北島図書館において処理する。

　（委任）
第５条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮り
　定める。
　　　附　則

　　　一部改正〔令和７年門真市規則７号〕

２　協議会は、委員の定数の過半数以上出席しなければ開くことができない。

　　○門真市立図書館協議会条例施行規則
令和２年３月31日門真市規則第43号

　　　門真市立図書館協議会条例施行規則
　（趣旨）
第１条　この規則は、門真市立図書館協議会条例（昭和52年門真市条例第16号）の施行について必要
　な事項を定めるものとする。
　（委員長）
第２条　門真市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員長を置き、委員の互選により定め
　る。
２　委員長は、会務を総括し、協議会を代表する。
３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ互選によって指定された者が委
　員長の職務を代理する。
　（会議）
第３条　協議会は、委員長が招集し、その議長となる。
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